
昭和町5丁目歩道橋 足場設置計画図(参考図) (1/2)
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昭和町5丁目歩道橋 足場設置計画図(参考図) (1/2)
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作業概要の補足

準備作業施工手順

安全施設の設置

資材の搬入

交通規制

交通規制解除

※)道路使用許可書の申請及び許可

塗膜除去の準備

足場工設置 ※)第三者への安全(養生)対策の徹底

1.起終点の階段部を安全施設(セーフティコーン)で囲い，工事区域を明確に示
  す。また，工事区域内立ち入り禁止の看板を設置し，第三者への安全を図る。
2.資材運搬車両を工事区域内に移動し，資材の搬入を行う。
3.起終点の階段部脚柱に塗装用足場，仮囲いを設置する。
4.道路横断部の吊り足場を設置する。この時は，路面から高さに配慮すること。
  本路線は，公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限のある路線に該
  当しており，公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限が4.1mである
  ため，吊り足場設置高さを4.3mとしている。
5.規制方法等については，安全施設設置要領図(参考図)を参照すること。

注記)
1.足場設置要領は参考であり，実際の規制に当たっては，施工業者にて決定のこと。
2.安全施設においては，現地の状況に合わせて設置すること。
3.通行規制の際はその内容を通行車両に明示すること。
4.本橋の既存塗装材料には，「鉛又はその他化合物」が含まれているため，鉛中毒予
  防規則等関係法令に従い，湿式による作業の実施，作業責任者の選任と適切な作
  業指示の実施，有効な保護具の着用等を実施すること。
5.起点側階段部は徳島市道が隣接している。足場および防護工を市道上に設置する
  必要があるため，事前に道路管理者と協議を行うこと。
6.終点側階段部は民地家屋に隣接しているため，足場の設置および防護の設置には
  十分配慮すること。
  また工事着手前に関係者から施工承諾を受けること。
7.本図面では，上記の市道，家屋の状況および河川への影響に考慮して単管足場の
  最小足場幅を0.60m，止む終えない場合は0.40mに設定しているが，現地確認の上
  足場幅を決定すること。
8.交差点部に隣接する単管足場など特に視距に配慮すべき部分は防護材に透明なポ
  リカーボネイト等を用いることを考慮すること。
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1.図中の水位は溝橋(昭和町1号溝橋)上流側断面における8割水深を示す。
2.短期養生部は，水路への影響に配慮して常には防護シートを設置せず，単管を配置
  するのみとし，想定水位付近の施工時のみ短期的に養生を行うこと。
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R7徳土 徳島小松島線（昭和町５丁目歩道橋）
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昭和町5丁目歩道橋 足場設置計画図(参考図) (2/2)
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注記)
1.足場設置要領は参考であり，実際の規制に当たっては，施工業者にて決定のこと。
2.安全施設においては，現地の状況に合わせて設置すること。
3.起点側階段部は徳島市道が隣接している。足場および防護工を市道上に設置する
  必要があるため，事前に道路管理者と協議を行うこと。
4.終点側階段部は民地家屋に隣接しているため，足場の設置および防護の設置には
  十分配慮すること。
  また工事着手前に関係者から施工承諾を受けること。
5.本図面では，上記の市道，家屋の状況および河川への影響に考慮して単管足場の
  最小足場幅を0.60m，止む終えない場合は0.40mに設定しているが，現地確認の上
  足場幅を決定すること。
6.想定水位付近の養生は短期的に行うものとし，常には防護シート等を設置しない
  こと。施工の際は事前に天気を確認し，水位の影響がない間に短期的に養生，施
  施工をおこなうこと。

（参考図）



昭和町5丁目歩道橋 保安施設配置図(参考図)
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R7徳土 徳島小松島線（昭和町５丁目歩道橋）
     　　徳・昭和 歩道橋修繕工事

徳島市昭和町(昭和町5丁目歩道橋)
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昭和町5丁目歩道橋 保安施設配置図(参考図)

注記)
1.道路の通行規制等については，事前に予告看板等を設置し利用者に情報
  を提供しておくこと。
2.本路線は，公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限のある路線
  に該当しており，公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限が
  4.1mであるため，吊り足場設置高さを4.3mとしている。
3.横断部への足場設置時等県道の交通規制が必要となる際は，夜間での片
  側交互通行を前提とする。
4.図中の規制状態は，下り線の規制状態を示している。上り線規制時は本
  図を参考に，規制を切り替えること。
5.本図面は参考図であるため，施工方法を含めた交通規制要領は施工者に
  て検討のこと。
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夜間車線通行規制のお知らせ
通行規制場所：〇〇〇〇橋
通行規制日時：下記を予定

月・日 通行規制時間

PM10:00～AM5:00

業務名：橋梁修繕工事

発注者：徳島県東部県土整備局

受注者：(株)○○建設

通行規制予告看板
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